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1 屋内退避／一時移転(1週間程度内に実施）の流れ I 
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一
時
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を
実
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佐賀県

3,704人

長崎県

1,620人

福岡県

115人

施設敷地

緊急事態

全面緊急事態,------------------------------------------------
＇ ＇ 

OIL2となった場合※2

＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 避難先医療機関

(664施設）

．．
 施設毎の避難計画は策定済み。

一時移転等の防護措置が必蔓と
なった場合、佐賃県、長崎県、憧

閾県の調整により｀医療機関の
受入れ先を選定し、入院患者を
移転・収容．

佐賀県

4,985人

長崎県

1,690人

福閾県

387人

UPZ 
（発電所か

ら概ね
5~30km 

圏内）

佐賀県

9,379人

長崎県

3會235人

福岡県

2,488人

．
 

屋
内
退
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の
準
備
を
開
始

Iヽ・ス•福祉車両（職員同乗）により移動峯9

一時移転対象

福祉施設

避難先福祉施設

(358施設）

． 
． 

」
く引き濃しできなかゃた児童専＞

＇ ＇ 

・^ス・橿社車両（職員同彙）により移動峯9

福祉避難所

(560施設）

施設毎の遷戴計繭は策定済みで
あり、全籠設を対象に施設ごとに
あらかじめ受け入れ篇設を確保．

あらかじめ選定した受入施設が
使用できない場合は、佐賀県、長
嶋黒、橿閾黒が代讐の受入篇設
を鱈整． 

． 
． 

一時移転が必賽となった避難行
動蔓支援者は、市町が準傭した
選難先に優先的に移動。

選霞先施設における生活が困難
な避難行動妻支援者は近接の福
祉避難所へ輸送． 

． 
佐賀県

28,628人

長崎県

8,257人

福閾県

1,855人

佐賀県

129,541人

長崎県

43,917人

福岡県

9.750人

合計 249,551人

※1 一般住民の対象者数は、 UPZ内住民の合計数から避難行動要支援者の数を引いた数字である。

※2 UPZ内の全住民のうち、緊急時モニタリング結果に基づき、毎時20マイクロシーペルトを超えると特定された区域の住民は、 一時移転を実施。

一時移転に際しては、避難退域時検査を受けた上で、避難先へ移動。 ・ 

※3 架橋されていない離島については、まず船舶等により本土へ移動したのち、車両により避難先まで移動。

避難先施設

(695施設）

避難先施設

(695施設）

． 
警戒事態になった時点で授婁・
俸育を中止し、保護者への引き
濃しを闘始。

保護者へ引き濃しができなかっ
た場合は、全面緊急事鱗で●内
退遍を行い、その後指示に基づ
き遵麓先に移動し、保護者に引
き衰す． 

． 
． 避難計画で定めている避難先へ

一時移転を実施．
自家用車や佐賀農、長崎県、福
繭県が準傭した‘‘・ス等で移動．

佐賀県、長崎県、福岡県が、それぞれの県内

のIヽ ス会社等から必要となる輸送手段を謂達。

不足する場合は他県との応援協定や政府支

援の下、近隣県等から、輸送手段を謂違。
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l玄海地域の緊急時対応（概要鵞） ④upzの離島における対応• I 
| 1. upz内における離島の概要 一
► 玄海地域では、 UPZ内に20の離島（架橋された離島を含む）が存在。

► 原子力災害時の防護措置として、島内における屋内退避の実施のほか、一時移転等の実施が必

要となった場合は海路（架橋された離島や島内避難が可能な場合は陸路）により一時移転等を実
施。また悪天候等により島外避難が出来ない場合は、避難の準備が整うまでの間、島内の放射

線防護対策施設等において屋内退避を継績．

► 自然災害との複合災害等に備え、放射線防護施設等を整備するとともに、食料や飲料水等の傭

蓄や防災行政無線などの情報受伝運手段を確保。

乙 内閣府

トJ肛臼〇誰島における住民への情報伝達 ＿ j 

Cnbin<t Office, Go,・ttnm<nl of Japan 
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大山的

► 唐津市、松浦市、平戸市、壱岐市及び糸島市は、それぞれの市域の各離島に情報伝達が可能な防災

行政無線等のほか、自主防災組織連絡網、消防団による広報巡回、ホームベージ等を活用し情報を伝達．
► 離島における自主防災組織や消防団は、住民への情報伝違や避難者の状況や避難誘導体制等に関

する情報共有を行うため、各離島に配傭している携帯端末、衛星電話、各地区の防災行政無線屋外
拡声子局に設置された双方向通信機を活用。

► 離島における医療機関、社会福祉施設、学校・保育所等への情報伝達は、それぞれの関係県及び関
係市が連携して実施。

► 離島周辺の船舶には、関係市における漁業無線等の業務用移動通信等を活用し情報を伝連。

9919 

壱鑢●

願鳥

加膚鳥

●輯●9鰭象区蟻に防員行m..収
声子島を餃●(11103か所）するとともに、金戸

に輝""’を配布．
●大鳥長●J,．の封戴区蟻（食箪）に防災

行政...外筆声干鳥を設•(It3か所）

（告知鮫送畳雷●）

一●富鳥、神集●、 小Ill凰、加庸鳥松鳥

属濃鳥、冑鳥l::.Pi!""＂...外鑢 JI'
子鳳を餃置(ltlOか所）

,、
●●鳥暴鳥．纏●、J11●●tt●lこ防災行政纏
纏量外声子●を餃●(It"か所）-- （●外撼冑子鳥）

＇  
► 施設敷地緊急事態となった場合は、屋内退避の準傭を行うとともに、一時移転等に備えて集合場

所の開設準傭を実施。

► 全面緊急事態となった場合は、屋内退避を実施。その後、一時移転等の指示があった場合は、海
路や陸路（架橋された離島や島内避難が可能な場合）により一時移転等を実施。

► 悪天候等により船舶による避難が困難な場合や、避難の実施により健康リスクが高まる者は、近隣
の放射線防護対策施設を含む屋内退避施設で—...、

事
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緊 全面緊急事態

饂l 放射繰防護対賓…事に屋内退避 l~I 輸送事の::::；●完了後、
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先

► UPZ内におけるそれぞれの離島のうち、避難体制が整うまでの屋内退避施設として、陸路で避難でき
ない離島については、対象となる住民を収容するための放射線防護対策施設を整備。

► 災害時に備え、本土との架橋のない離島においては、全島民を対象にした生活物資（食料、飲料水
等）をそれぞれの離島において傭蓄。

► 本土との架橋のある離島においては、島内の生活物資の傭蓄に加え、それぞれの市における民間業

者等との物資の供給に関する協定に基づき、必要な生活物資を確保。

► 生活物資が不足する場合は、海路、空路、陸路により、必要な生活物資を供給。
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